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平成24年５月15日(火曜日）

午前10時01分開会

会議に付した案件

○概要説明

環境森林部

１．環境森林部の水資源保全対策関係事業に

ついて

２．その他（森林の土地の所有者となった旨

の届出制度について）

○協議事項

１．委員会の調査事項について

２．調査活動方針・計画について

３．県内調査について

４．次回委員会について

５．その他

出席委員（12人）

委 員 長 岩 下 斌 彦

副 委 員 長 図 師 博 規

委 員 緒 嶋 雅 晃

委 員 中 村 幸 一

委 員  原 正 三

委 員 丸 山 裕次郎

委 員 宮 原 義 久

委 員 松 村 悟 郎

委 員 右 松 隆 央

委 員 井 上 紀代子

委 員 徳 重 忠 夫

委 員 新 見 昌 安

欠 席 委 員（なし）

委員外議員（なし）

説明のために出席した者

環境森林部

環 境 森 林 部 長 堀 野 誠

環 境 森 林 部 次 長 金 丸 政 保（ 総 括 ）

環 境 森 林 部 次 長 楠 原 謙 一（ 技 術 担 当 ）

環 境 森 林 課 長 川 野 美奈子

環 境 森 林 課 那 須 幸 義みやざきの森林づくり推進室長

環 境 管 理 課 長 富 永 宏 文

自 然 環 境 課 長 佐 藤 浩 一

森 林 経 営 課 長 水 垂 信 一

事務局職員出席者

政 策 調 査 課 主 査 壱 岐 さおり

議 事 課 主 任 主 事 川 崎 一 臣

○岩下委員長 ただいまから、水資源保全対策

特別委員会を開会いたします。

まず、委員席の決定についてでありますが、

ただいま御着席のとおり決定してよろしいで

しょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○岩下委員長 それでは、そのように決定いた

します。

次に、本日の委員会の日程についてでありま

すが、お手元に配付の日程（案）をごらんくだ

さい。本日は、委員会設置後、初の委員会であ

りますので、まず執行部により、当委員会の設

置目的に関連する事項として、森林の保全・整

備、水源涵養機能の維持・増進、河川等の汚染

防止のための取り組みを中心に概要説明をいた

だきます。その後、調査事項及び調査活動計画

について御協議をいただきたいと思いますが、

このように取り進めてよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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○岩下委員長 それでは、そのように決定いた

します。

では、執行部入室のため暫時休憩いたします。

午前10時４分休憩

午前10時５分再開

○岩下委員長 それでは、委員会を再開いたし

ます。

本日は、環境森林部においでいただきました。

初めに、一言ごあいさつを申し上げます。

皆さん、おはようございます。

私は、この委員会の委員長に選任されました、

串間市選出の岩下斌彦でございます。

私ども12名が、さきの県議会で委員として選

任され、今後１年間、調査活動を実施していく

ことになりました。

昨今、外国資本による水源地の買収が話題と

なっておりますが、水は、県民生活や産業振興

などにとって欠かせないものでありますので、

水資源の保全は大変重要な課題であると考えて

おります。当委員会の担う課題を解決するため

に努力してまいりたいと思いますので、御協力

のほどよろしくお願いを申し上げます。

次に、委員を紹介いたします。

最初に、私の隣が児湯郡選出の図師博規副委

員長でございます。

続きまして、皆様方から見て左側からでござ

います。西臼杵郡選出の緒嶋雅晃委員です。

北諸県郡選出の原正三委員です。

小林市・西諸県郡選出の宮原義久委員です。

児湯郡選出の松村悟郎委員です。

宮崎市選出の右松隆央委員です。

続きまして、皆様方から見て右側から、都城

市選出の中村幸一委員です。

小林市・西諸県郡選出の丸山裕次郎委員です。

宮崎市選出の井上紀代子委員です。

都城市選出の徳重忠夫委員です。

宮崎市選出の新見昌安委員です。

以上で委員の紹介を終わります。

それでは、執行部の幹部職員の紹介及び概要

説明をお願いいたします。

○堀野環境森林部長 おはようございます。環

境森林部の堀野でございます。よろしくお願い

いたします。

私ども環境森林部は、森林の整備・保全や水

質環境基準の監視等の業務を通じまして、森林

の持つ水源涵養機能の維持・増進や公共用水域

での水質保全に取り組んでいるところでござい

ます。今後とも職員一丸となって取り組んでま

いりたいと考えておりますので、岩下委員長を

初め委員の皆様方の御指導、御鞭撻をよろしく

お願いいたします。

それでは、座って説明させていただきます。

お手元に配付しております特別委員会資料の

１ページをお開きください。本日出席の職員を

紹介させていただきます。

総括次長の金丸でございます。

技術担当次長の楠原でございます。

環境森林課長の川野でございます。

みやざきの森林づくり推進室長の那須でござ

います。

環境管理課長の富永でございます。

自然環境課長の佐藤でございます。

森林経営課長の水垂でございます。

次に、左のページの目次をごらんください。

本日の説明事項は、Ⅱの水資源保全対策関係事

業として、森林整備等に関する事業等６事業に

ついて御説明します。さらに、Ⅲのその他とい

たしまして、水資源保全に関する最近の動きに

ついて御報告したいと思っております。それぞ
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れ担当課・室長が御説明いたしますので、よろ

しくお願いいたします。

○那須みやざきの森林づくり推進室長 環境森

林部の水資源保全対策関係事業について御説明

いたします。

特別委員会説明資料の２ページをお開きくだ

さい。わが町のいきいき森林づくり推進事業に
も り

ついてであります。

この事業は、１の目的にありますように、林

業就業者の減少や高齢化などから、森林を所有

者だけで支えていくことが難しくなってきてい

る状況を踏まえ、市町村が行う公益上重要な森

林を公有林化する取り組みに対して支援を行い、

森林の適切な管理・保全を図るものであります。

２事業の概要の（１）予算額でありますが、

平成24年度は1,600万円で、これは森林環境税を

活用して実施する事業であります。

（２）の事業期間は平成23年度から25年度ま

でで、（３）にありますように市町村が実施主体

となって行うものであります。

（４）の事業内容は、市町村の公有林化の支

援でありますが、①の対象となる森林は、集落

の上部や水源地域の上流域にあって、災害防止

などを目的に伐採の回避や伐採跡地の植栽が必

要と判断される森林であります。また、②の表

にありますように県下全市町村を対象としてお

りますが、森林が多い過疎・山村地域では該当

箇所が多いことなど、地域の条件を配慮して補

助率を区分しているところであります。

右の３ページをごらんください。これまでの

実施状況を記しております。１の①にあります

ように、平成20年度から森林環境税を活用して

市町村による公有林化への取り組みが実施され

ております。また②のように、防災意識の高ま

りから市町村からの要望も引き続きいただいて

いる状況であります。表は平成20年度から23年

度までの本事業による実績であります。６市町

村でこれまで約157ヘクタールが公有林化されて

おります。下の写真は実施事例であります。左

下が平成23年度の西米良村、右の２つは平成21

年度と22年度の椎葉村での事例であります。

説明は以上でございます。

○富永環境管理課長 資料の４ページをお開き

ください。環境保全の森林整備事業についてで
も り

あります。

まず、（１）事業の目的にありますように、こ

の事業は一ツ瀬川及び小丸川の濁水長期化を抑

止するため、県、関係市町村、電気事業者で設

立した一ツ瀬川及び小丸川上流域森林保全機構

に負担金を支出するものであります。機構の会

長は副知事が務めております。

次に、（２）事業の概要についてであります。

予算額は1,500万円で、負担金の拠出期間は平

成11年度から平成25年度までの15年間でありま

す。

次に、（３）負担金の状況についてであります。

森林保全機構は各構成団体が出資する負担金で

事業を行っておりまして、それぞれの団体が負

担する額は、①負担金等内訳のとおりでありま

す。宮崎県は毎年1,500万円、九州電力は3,000

万円を負担しております。

次の５ページをごらんください。参考として

一ツ瀬川及び小丸川上流域森林保全機構につい

ての説明を掲載しております。まず、（１）組織

図についてであります。機構は、宮崎県と流域

市町村、電気事業者で構成しております。

次に、（２）事業概要についてでありますが、

一ツ瀬ダム上流の一ツ瀬川及び渡川ダム上流の

小丸川の集水区域を対象として、①森林整備事

業、②崩壊地等緑化事業、③上・下流交流事業、
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④裸地緑化実証試験の４つの事業を行っており

ます。なお、①の森林整備事業につきましては、

県の造林事業補助金等の交付を受ける植栽や保

育などの森林施業に追加上乗せして補助を行う

もので、平成50年度まで事業を行うこととして

おります。②の崩壊地等緑化事業につきまして

は、県の治山事業等の対象とされていない土地

における緑化事業で、森林保全機構において事

業費の全額補助を行っております。

次に、（３）平成22年度事業実績についてであ

ります。森林整備事業につきましては、流域の

森林組合が実施した除間伐や下刈りに対して合

計1,400万円余の補助をしております。その下の

欄、崩壊地等緑化事業につきましては、西都市

など４市町村が行った、のり面工法などに対し

て2,300万円余の補助をしております。また、緑

化工法に関する研究を宮崎大学に委託して実施

しております。

この事業の説明は以上でございます。

続きまして、資料の６ページをごらんくださ

い。事業名、水質環境基準等監視についてであ

ります。

まず、１の事業の目的であります。水質汚濁

防止法に基づき、毎年水質測定計画を作成し、

川や海などの公共用水域及び地下水の水質の汚

濁の状況を常時監視しております。

２の事業の概要でありますが、予算額は2,321

万3,000円であります。

（２）事業主体にありますように、この事業

は、県は、国交省宮崎河川国道事務所や宮崎市

などと測定地点や測定項目の調整を図るほか、

測定結果の取りまとめを行っております。

（３）の事業内容にありますように、①の公

共用水域につきましては、河川191、海域51、湖

沼１、計243の測定地点において、健康項目、生

活環境項目、要監視項目の中から、工場などの

立地状況や利水状況、過去の検出状況などを勘

案して、地点ごとに必要な項目を選定して測定

を行うこととしております。②の地下水につき

ましては140の地点で測定を行うこととしており

ます。測定結果につきましては、取りまとめの

関係上、例年、翌年の６月になります。

参考といたしまして、22年度の測定結果につ

いて御説明いたします。７ページをごらんくだ

さい。本県の水質は、一言で申し上げますと、

一番上の四角囲みにありますとおり、一部の測

定項目で環境基準を超えた地点もありましたが、

おおむね良好な状況を維持しております。公共

用水域につきましては、中ほどの表１をごらん

ください。健康項目は、砒素が土呂久川など４

河川で環境基準を達成しておりませんでした。

これは土質に由来するものですが、これらの水

域については、利水状況等から人の健康への影

響がないことを確認しております。また、生活

環境項目では、水中の汚濁物質の量をあらわす

指標でありますＢＯＤが、延岡市の沖田川下流

と都城市の花の木川の２水域で環境基準を未達

成でしたが、これは渇水による水量の減少が影

響したものではないかと考えております。

次に、（２）地下水の測定結果についてであり

ます。下の表２をごらんください。これまで調

査を実施していない81本の井戸で行った概況調

査では、２本の井戸で硝酸性窒素が環境基準を

達成していませんでした。また、過去に汚染を

確認した地点を調査する継続監視調査では54本

の井戸を調査しましたが、４本の井戸で砒素

が、13本の井戸で揮発性有機化合物が、５本の

井戸で硝酸性窒素が環境基準を未達成でした。

今後も引き続き監視を行うとともに事業者等へ

の指導を適切に行うなど、良好な水質の保全に
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努めてまいりたいと考えております。

環境管理課からの説明は以上でございます。

○佐藤自然環境課長 それでは、８ページをお

願いいたします。保安林整備事業についてでご

ざいます。

この事業は県が事業主体となる補助事業でご

ざいまして、１にありますように、県、国にお

きましては、森林法に基づきまして水源の涵養

や災害の防止などの公益性の高い森林を保安林

に指定しておりまして、保安林機能を維持・強

化するための森林整備を行い、水源の涵養及び

県土の保全を図るものでございます。

次に、２の事業概要でございますけれども、

（１）にありますように予算額は３億2,327

万6,000円であります。（３）にございますよう

に、先ほど申しましたが、事業主体は県となっ

ております。

次に、（４）の事業内容でございますけれども、

①の保安林改良事業では、松くい虫や台風等の

自然災害で破壊されたり、潮害とか凍害の気象

害、それから表土侵食などで機能が低下した保

安林におきまして、編さく工、防風垣等の簡易

施設を組み合わせた植栽を行うものでございま

す。また、立木が過密化した保安林の本数を調

整する伐採や、その下に植栽を行い段階的に複

層林への誘導を行うものです。事業費は１

億7,606万4,000円で、負担割合は国、県がそれ

ぞれ２分の１となっております。

次に、②の保安林保育事業は、水源地域にお

ける機能が低位な保安林などを対象に下刈り、

除間伐等の保育作業を行い、水源涵養機能等の

維持・増進を図るものでございまして、事業費

は１億3,101万9,000円で、負担割合は国が３分

の１、県が３分の２となっております。

次に、右側の９ページをごらんください。１

に書いてあります保安林整備事業の実績等にあ

りますように、保安林改良事業、保安林保育事

業ごとの21年度から23年度までの実績及び24年

度の計画を記載しております。表の一番右側の

欄、平成24年度の計画量につきましては、改良

事業が214ヘクタール、保育事業が382ヘクター

ル、合計の596ヘクタールを計画しているところ

でございます。

次に、その下の２保安林整備事業施工例をご

らんください。写真が２つ並べてありますけれ

ども、左側の着工前の写真にありますように、

木が立て込んで下草など植生が少なくなり、表

土が流出しつつある水源涵養保安林におきまし

て、保安林改良事業により本数調整伐を行い、

その下にイチイガシやヤブツバキなどの広葉樹

を植栽いたしまして、右側の現在の写真にあり

ますように、針葉樹と広葉樹がまじり合った植

生が豊かな森林へと誘導しているものでござい

ます。

なお、その下の参考にありますように、平成23

年度末の民有林の保安林の状況を記載しており

ますが、保安林は民有林全体の26％を占めてお

りまして、このうち水源涵養保安林が86％と最

も多くなっております。今後とも、市町村等と

連携いたしまして保安林整備事業等による保安

林機能の維持・強化に努めてまいりたいと思い

ます。

説明は以上でございます。

○水垂森林経営課長 森林経営課でございます。

資料の10ページをお願いいたします。森林環

境保全直接支援事業について御説明いたします。

この事業は、１の事業目的にありますように、

森林の持つ多面的機能を将来にわたって健全に

発揮させていくため、集約化し計画的に造林、

下刈り、間伐などの森林整備を行う者に対して
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直接支援するものであります。

２の事業概要でございますが、予算額は19

億3,486万8,000円で、事業主体は地方公共団体

や林業事業体等であります。

右側の11ページをごらんください。１の直接

支援の対象者は、施業を集約化し計画的な森林

整備を行う者であり、これは本年度から始まり

ます森林経営計画の認定を受けた者となります。

なお、括弧に記載しておりますように、24年度

は経過措置としまして、これまでの森林施業計

画の認定を受けた者なども支援の対象となりま

す。ただし、その後は森林経営計画の認定を受

けた者でなければ補助の対象とならなくなりま

すことから、森林経営計画の作成に向けて、昨

年度から計画を作成する森林組合等に対して作

成指導を強化してきたところでございます。

補助率は68％で、３の補助金の流れにありま

すように、国と県の補助金は、網かけの部分の

森林経営計画の認定を受けた森林所有者等に直

接支払われます。

この事業のねらいは、意欲と実行力のある者

を直接支援することによって計画的な森林整備

を推進していくこと、あわせて、施業集約化に

よる伐採や集材経費のコスト縮減により収益が

増加した分を森林所有者に還元していこうとい

うことでございます。本事業により施業の集約

化が進み、持続的な森林経営が図られるものと

考えております。

続きまして、12ページをお開きください。水

を貯え、災害に強い森林づくり事業についてで

ございます。

まず、１の事業目的でありますが、この事業

は、公益上重要な森林を対象に荒廃林地の再造

林や間伐等を行い、公益的機能の高い森林づく

りを推進するものです。

２の事業の概要でありますが、予算額は１

億9,000万円で、これは森林環境税を活用した事

業の一つであります。

（４）の事業内容ですが、①の広葉樹造林等

推進事業のうち、アの広葉樹の造林は、水源地

等の上流域で放置された森林を対象に広葉樹の

造林を行うものです。また、イの広葉樹林への

転換は、13ページの左上の写真にありますよう

に、人工林を伐採する際に広葉樹を残すことで、

早期に広葉樹林への転換を図ろうというもので

ございます。

次に、②の針広混交林等造成事業は、13ペー

ジの右上の写真にありますように、長期間間伐

が行われていない森林を対象に強度の間伐を行

い、針葉樹と広葉樹が組み合った植生豊かな森

林に誘導するものであります。

③の里山人工林等再生事業は、竹が侵入し機

能が低下している里山の人工林を対象に、竹を

除去、整理するものです。

④の水土保全の森林づくり事業は、伐採跡地

の水土保全機能の低下を防止するため、伐採後

速やかに植栽するものです。

なお、本事業の対象となる森林は、13ページ

の上段の囲みにありますように、取水源やダム

等の上流域の森林などに限定するほか、事業の

採択に当たりましては、森林所有者と市町村及

び事業者とで伐採制限等に関する協定を結ぶこ

ととしております。

事業の説明は以上でありますが、引き続きま

して、その他としまして、水資源保全に関する

最近の動きについて御説明いたします。

14ページをお開きください。森林の土地の所

有者となった旨の届出制度についてであります。

（１）の目的でありますが、新たに森林の所

有者となった方を把握することにより、森林所
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有者のいかんを問わず、森林の適正な整備保全

を促して、保安林における伐採制限等の規制や

伐採・造林届出などの諸制度を円滑に実施し、

水源涵養などの森林の有する公益的機能を維持

していこうというものであります。

（２）の法的根拠でありますが、昨年４月に

公布されました改正森林法第10条の７の２に新

たに規定され、本年４月１日に施行されており

ます。

（３）の概要でありますが、まず、①の届出

の対象者は、個人、法人を問わず、売買や相続、

法人の合併などにより森林の土地を新たに取得

した者であります。届出の対象となる森林は、

国土利用計画法の届出の対象とならない１ヘク

タール未満となっております。

次に、②の届出期間と③の届出先につきまし

ては、土地の所有者となった日から90日以内に、

取得した土地のある市町村の長に届出を行いま

す。相続の場合、財産分割がされていない場合

でも、相続開始の日から90日以内に法定相続人

の共有物として届け出る必要があります。

④の届出事項につきましては、新旧所有者の

住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転

の原因、土地の所在場所・面積、土地の用途な

どでございまして、添付資料としまして、土地

の位置図や土地の登記事項証明書など、土地の

権利を取得したことがわかる書類が必要となり

ます。

⑤の罰則ですが、届出をしない場合、または

虚偽の届出をした場合には10万円以下の過料が

科せられることとなっております。

なお、市町村等にも情報提供をお願いしてい

るところでございますが、現在のところ、県内

では外国資本による森林買収は確認されており

ません。

説明は以上でございます。

○岩下委員長 執行部の説明が終わりました。

御意見、質疑がございましたら御発言をお願

いいたします。

○右松委員 何点か伺いたいんですが、一つ

は、10ページ、森林環境保全直接支援事業で

す。23年度から事業が始まっておりまして、昨

年度は森林経営計画の作成指導を強化されたと

いうことですが、ちなみにどういったところに

指導してきたのか、ちょっと教えてもらってい

いですか。

○水垂森林経営課長 従来の森林施業計画とい

うものがございましたが、それを森林経営計画

に再編し直すということで、この新しい計画は、

施業を集約化してコスト削減に努めながら森林

整備をやっていこうという取り組みでございま

す。その認定作業がこの４月１日から始まって

おりますが、現在、主体となります森林組合等

において作成を準備中でございます。現在のと

ころまだ認定はなされておりません。

○右松委員 組合に指導を要請されているとい

うことで、民間の個人等には伝わっているかと

思うんですが、私が伺いたいのは、予算額が19

億ありますから、結構な額だと思うんです。そ

れで、ことし、支援対象の数とか規模はどれぐ

らい予測されているのか教えてもらってよろし

いでしょうか。

○水垂森林経営課長 御質問の趣旨は、この事

業でやる事業量ということでよろしいんでしょ

うか。

○右松委員 この事業を活用する、対象が、個

人あるいは組合、公共団体も含めてなのか、そ

の辺も含めて具体的にどういうふうに予測され

ているのか。既に24年度は始まっていますから、

認定をどこに出す予定なのか把握されていると
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思うんです。そのあたりのことを教えていただ

きたいと思います。

○水垂森林経営課長 この事業の対象となりま

すところは、先ほど説明申し上げましたように、

経営計画をつくっている、あるいは24年度は経

過措置として従来の計画があればいいというよ

うなところでございまして、対象とする森林は、

県内の民有林が計画を立てておれば、どこでも

対象になります。森林所有者が森林組合に委託

して実施するということがほとんどでございま

して、そういったものが主になっております。

そのほかにも市町村とか、民間の事業体で大規

模な森林所有者がみずから行うといったような

ものまで対象になります。

○右松委員 わかりました。

ちょっと視点を変えて、その他、14ページに

行きたいんですが、森林の土地の所有者となっ

た旨の届出制度について伺いたいと思います。

これは地籍の調査と連動しておりますから地籍

調査とセットになっているというふうに考えて

いるんです。ちょっと調べてみましたら、地籍

の調査は農政水産部の農村計画課が所管をして

いるというふうに考えております。きょうは来

られていないんじゃないかと思うんですが、県

内の地籍調査は、環境森林と農政は打ち合わせ

とか調整はしておられるんでしょうか。一つ伺

いたいのは、宮崎県の地籍調査が60.3％の進捗

なんです。これは全国の進捗からいくと、49％

が全国平均ですから、それなりに進んでいると

いうふうに考えております。そういった中で、

調査が進んでいないところが、名前を挙げて恐

縮ですが、西都市が15.9％、串間市が20.8％な

んです。県内の平均から比べて極端に低いんで

すが、そのあたりの事情を環境森林部のほうで

把握されているのであれば教えていただければ

と思います。わからなければ、また改めて後日

で構いません。

○水垂森林経営課長 私どものほうでは、地籍

については、情報はいただいておりますけれど

も、分析等はやってございません。ただ、地籍

がはっきりしないところは、なかなか森林の施

業が進まないということでございまして、地籍

が終わっていないところにつきましては、所有

者立ち会いのもと、細かい分筆とかいうもので

はございませんで、ただ単に境界を確定してい

くといったような事業にも取り組んでいるとこ

ろでございます。

○右松委員 先ほど申し上げましたように、や

はり外国資本との絡みもあれば、実態をしっか

りと把握していくことが先決だと思っています。

そういった意味で地籍調査は大事なところだと

思っていますので、ここは部を超えてきちっと

お互いに連携して把握してもらうようにお願い

したいと思っています。以上で終わります。

○水垂森林経営課長 外国資本による森林買収

ということでございます。先ほどちょっと説明

申し上げましたが、国土利用計画法では、森林

の場合、１ヘクタール以上の土地の売買があっ

た場合は、事後届けになりますが、知事に届け

出ることになってございます。また、先ほど説

明しました、それ以下の１ヘクタール未満のも

のにつきましては、新しい森林法の施行により

まして市町村長に届け出ることになっておりま

して、お互い情報を共有するということから情

報をいただいております。先ほども申し上げま

したように、これまでに外国資本による売買の

事例は、県内では発生しておりません。

○右松委員 今、せっかくお答えいただきまし

たから。昨年４月の森林法の改正で不十分だと

いうことで地方が動いているということは、御
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承知のとおりだと思います。ですから、事前、

事後とかこれからいろいろ話し合いがあると思

うんですが、現段階で外国資本から買収されて

いないからいいという問題ではありませんから、

その辺も含めていろいろと考えていければなと

思っております。以上で終わります。

○井上委員 右松委員に関連してお聞きします。

外国資本による買収は確認をされていないとい

うことですけど、現実に国内資本によるそうい

う動きというのは多くあるんですか。

○水垂森林経営課長 確認できておりますのは、

森林法に基づく１ヘクタール未満の届出、それ

から国土利用計画法に基づく１ヘクタールを超

す場合の届出でありまして、所有者が国内の方

であれば件数的には大分あります。私どもがつ

かんでおります県内における20ヘクタール以上

の大規模山林の取引状況は、18～23年度で申し

上げますと、この６年間に23件、5,602ヘクター

ルの事例がございます。

○井上委員 この国内資本による23件の分につ

いては、最近、非常に問題視されるような形で

の売買ではないというふうに理解していいとい

うことですか。

○水垂森林経営課長 新しく所有者になった方

が国内企業であるということでありまして、そ

こまでしか私どもは把握してございません。

○井上委員 国内企業で、余りにも違い過ぎる

業種の人が買っているとか、そういう事例もな

いと。結局、懸念されるような材料は全くない

というふうに理解していいかどうかということ

をお聞きしているんですけど、それはどうなん

ですか。

○水垂森林経営課長 新しく所有者になりまし

た個人または法人について見ますと、林業関係

の会社が主でございます。中には、どういう業

態の会社か企業名をインターネット等で調べて、

ああ、こういう会社かというような事例もござ

います。

○井上委員 例えば特定の場所を集中して買っ

ておられたり、現実に私どもが懸念するような

ことが想定されるような売買はないのかという

ことが知りたいわけです。

○水垂森林経営課長 先ほどの18年度以降の事

例で申し上げますと、土地そのものの所在につ

きましては特定の地域に偏っているということ

は認められません。

○中村委員 森林の場合は、農地と違って農地

法の枠がかかっていないものだから、林野とい

うのは所有権移転でぽんと直るんです。国土利

用計画法の中で、農地の場合については、所有

権移転する場合には、２ヘクタールだったと思

うんだけど、大規模なときには農地法の枠があっ

た上で九州農政局まで届出を出さにゃいかんわ

けです。森林の場合はそういう規制がないから、

ぱんと所有権移転がなるんです。こういうこと

では、事後の届出ではだめなんです。だからこ

れは、買う前にちゃんと届出を出しなさい、こ

れでないと防げないんです。事後に買ったもの

を届けなさいといったって、買ったものを届け

て、今さら所有権移転をもとに戻せますか。農

地法ならば、所有権移転しようと思ったら、２

ヘクタール以上だったと記憶しているが、それ

以上の土地になったら、宮崎県の農地法の４条、

５条の申請じゃだめなんです。３条申請をしな

いと。ところが、森林は直るんです。その辺を

ちゃんと考えておかないと、事後の届出だった

ら何にもならない。ただ罰則10万円ぐらい払っ

たって、直しただけ得です。そういうことを考

えて水資源を守らないと。14ページを見て、甚

だこれは抜けたところがあるなと思ったんです
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が、どう理解されていますか。

○水垂森林経営課長 現在の法律、それから私

ども県内の状況から申し上げますと、事前の届

出という制度はまだないわけですので、今、委

員がおっしゃったようなことは、今の段階では

できません。ただ、他県の状況では既に条例化

しているところもございまして、そういったと

ころは参考になるんじゃないかと考えておりま

す。

○中村委員 まさしくそれを言っているわけで、

「うちはそんなのがありません」じゃないわけ

です。回答としては、「うちが今からそういうの

をやります」ということでないと。事後の届出

でありますから対象外ですみたいなことではい

かんわけです。何のための特別委員会なのか。

これはあくまでも水資源を守るための特別委員

会であれば、やはり事後じゃなくて事前に届出

をさせる。だからみんなと一緒になって、他県

の条例をいろいろ見たりして条例をつくってい

きましょうよというのが、あなたの回答でなく

ちゃいけない。

○水垂森林経営課長 既に北海道とか埼玉、水

資源の保全に関する条例を制定しておりますけ

れども、埼玉とか北海道の条例を見ますと、水

資源の保全を主目的としてございますが、別な

目的として森林の持つ公益的機能の維持・増進

ということも掲げられておりまして、私どもと

してはこうした条例につきまして研究してまい

りたいというふうに考えております。

○中村委員 この特別委員会を立ち上げるのに

いろいろありました。こっちがいいあっちがい

いというのがありました。自民党が主張したの

は、外国あたりから水資源を買収されたりした

らいけないので、これを立ち上げましょうとい

うことが主眼です。だったら、私たちが条例を

つくりますじゃなくて、委員会と手を取り合っ

て条例をつくりましょうよと、そういう形でお

互いにやっていかないといけないと思うんです。

せっかくのいい機会ですから、埼玉県の条例や

ら取り寄せてちゃんとやっていかないとかんと

私は思っています。

○楠原環境森林部次長 県内の事業につきまし

ては、今、市町村とも連携をとって情報はきちっ

と上げてもらうようにしております。そういっ

た中で、適切に管理されることが重要ですので、

そういった意味での適切な管理がなされるよう

に指導体制をとっているということです。

委員おっしゃいましたように北海道と埼玉県

がつくっています。特に北海道は買収事例等が

あったという背景がありますので、そういった

事情等、実行の程度とか含めて今後研究してい

きたいと思います。

○中村委員 なぜこういうものをつくったかと

いうと、研究を速やかにしないと、悠長なこと

を言っておったら、さっきから繰り返しになる

けど、地目が森林であればだれでも買えるんで

す。それで所有権がばんと直る。農地法の３条、

４条、５条申請とかそんなのは要らない。だか

ら怖いんです。急いでちゃんと我々が検討して

いかないといけないと思いますので、どうかひ

とつ早急にここに出してください。埼玉県の条

例、北海道の条例、こういうのがありました。

これを宮崎県に当てはめるとどうなりますねと、

そういうのが必要だと思うんです。部長、どう

ですか。

○堀野環境森林部長 森林の場合は、御指摘の

とおりだと思います。現状でいけば、事後の届

出制度になっておりますので事前の法規制がな

いということは事実でございます。我々として

も、御指摘の点も踏まえまして、今お話に出た
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ような条例を既に取り寄せてはいるんですけれ

ども、その内容の分析とか必要性、効果等々を

十分検討して、この場で議論というとおこがま

しいんですけれども、いろんな形で研究させて

いただきたい。また、県庁内関係部課もござい

ますので、そういったものとも一緒にやってい

きたいというふうに考えております。

○中村委員 我々議会におって、条例をつくる

となると、我々で条例をつくるか執行部がつく

るかなんです。本来、県議会と執行部が相まっ

て条例をつくるのが私は一番いいと思います。

そういったことでは初めてのケースだし、お互

いでつくっていきましょう。こっちがこっちが

じゃなくて。それが一番望ましいと思う。そう

いったことでひとつ検討してください。

○井上委員 質問の途中で交代されてしまった

ので、言うに言えないまま……。趣旨としては

同趣旨に近いところなのでいいんですが。

結局、今、中村委員からも出たようなことが

確実に起こるわけですね。先ほど次長から言わ

れたように、森林の保全をきちんとやっていた

だけるかどうかということ、これは物すごく重

要なことなんです。岩手に私ども林活議連で行っ

たときに、企業の森とかで、企業が買っていた

だいて、その後、地域の皆さんと一緒になって

森林を確保していくということに使っていただ

くとか、そういうのは非常にいいと思うんです。

ずっと森林を育てていこうと、そして水保全も

していこう、それは非常にオーケーな事例です。

ただ問題なのは、一たん国内で買っておいて、

次に売買されるときに大きくやられることが非

常に怖いわけです。そういうことは可能性があ

るわけです。先ほど、ちょうど言う前に言われ

てしまったので残念ですが、結局、自分たちの

中でもどこかで歯どめをしていくことが必要だ

と思うんです。売買は法律どおりにやられてい

ることについては認めざるを得ない、今の法律

どおりでやられるとしようがないとなってしま

うと思うんです。だから、それをどうかして歯

どめというか、それが監視できるような状況を

自分たちでどうつくるかということのほうが大

変重要なのではないかと思います。うちは林業

県なので、林業県であるということを考えたと

きに、やはり他県を見習ってでなく先進的にや

るということが、私どもにとってみると一番の

課題。「宮崎県やら買やらんわ」と言う人もいる

かもしれない。でも、それって大きな問題点が

あると思うんです。先ほど次長から言われた、

一番は森林の保全ということ。そこをきちんと

やっていただけるかどうかを見きわめていく。

だれに売って、そこの山を今まで管理してきた

人がそれでよかったでは済まないということを

認識しておく必要があるのではないかと思うん

です。

今回、いろんな意味で議論もした上でこの委

員会はでき上がっているわけだから、そこを懸

念される部分があるということを考えれば、慎

重な態度で常に監視しておくことは必要なので

はないかと思うんですけど、そのあたりについ

て、私から見るとちょっとあいまいというか、

国内の企業なので、このヘクタール数が多いの

か少ないのかそこは認識の違いもあるとは思う

んです。この23件も含めて今後動向を見ていく

必要があると思うんですが、それはどのように

して行われるんですか。商取引なのだから終わ

りですか。

○楠原環境森林部次長 総数5,600ヘクタールと

いうのが出ましたけれども、私たちが今把握し

ている中では3,000ヘクタール近くの大きい取引

も行われております。これについてはむしろ、
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買いに来たというよりか、所有者の事情もあっ

て売買がされたというふうに聞いています。例

を申し上げますと、実際、日本の大手の林業会

社が買収しておられます。そのほかにも多くが、

把握できている範囲では林業関係の会社が買収

されております。そういう意味では、先ほど申

し上げましたように、大規模土地取引20ヘクタ

ール以上の把握も含めまして、事前に情報収集

する方法については市町村等と連携するしかあ

りませんので、なるだけ情報を的確に把握しま

して、適切な整備ができるか、あるいは伐採、

造林等における指導といったところでやってい

きたいと思います。

○井上委員 大型と呼べるような売買について

は、監視という言葉が適切ではないかもしれな

いんですけれども、注視しておく必要はあると

思うんです。ですから、市町村からの情報とい

うのはきちんと受けるような道筋をきちんと立

てておいて、そのような緊張感を持った対応を

していただきたいというふうに思っています。

環境森林部の方向性は決して間違っているとは

思っていないので、ぜひこれから委員会と一緒

になってやっていただきたいと思います。

もう一つ、水質環境基準等監視のことについ

てお尋ねしたいと思うんですけど、生活する者

にとってみると、常々水質の保全というのは非

常に大事だと思っているわけです。今、みんな

が過剰に反応している放射線量です。最近、海

開きが近くなっているので、海の中に潜っていっ

て水を採取して放射線量をはかってというよう

なことをしておられますが、河川についてそう

いうデータをこれまでとってきたことはあるん

でしょうか。

○富永環境管理課長 河川についてはデータは

ありません。

○井上委員 宮崎県は雨が降ったりいろんなと

きに放射線量をきちんとはかってきて、今まで

のデータというのはあるんです。それで、過剰

と言えば過剰なんですけれども、水質環境基準

等監視という目的の中に線量を入れることは、

今後あり得るものなんですかないんですか。検

討もされていないという状態なんでしょうか。

○富永環境管理課長 基本的に、大気降下ばい

じん、上から降ってくるものを測定していまし

て、そのレベルは非常に低いということで、そ

れが地面に落ちて雨で河川に流れると思うんで

すけれども、そういう意味では河川の放射能と

いうのは、もしあったとしても非常に低いレベ

ルだろうということで大丈夫だと思っています

し、昨年、海を検査しましたけれども、検出さ

れていません。という意味で、公共水域につい

ては今のところやる予定はありません。

○井上委員 今後、検討の余地も全然ないんで

すか。ここまで神経質にならないでいいという

部分もあるんですが、私が言っているのは、デ

ータとして持っておくことはあってもいいので

はないのかと思うわけです。大気汚染との関係

も含めてですけど。それで、こういうものの中

にそれを入れるということは不可能なのかどう

か、そこを知りたいんです。

○富永環境管理課長 国の水質基準は放射能に

ついては規定がありませんので、もしやるとす

れば県独自でやることになると思いますが、先

ほども言いましたように降下ばいじんとか大気

中の浮遊粉じんの放射能レベルは非常に低いレ

ベルですので、それが河川に影響しているとは

思えませんので、検査したとしてもデータは不

検出だろうと思っています。昨年の３月からど

んどん減る方向で、ふえる要素はありませんの

で、そういう意味でも大丈夫だろうと思ってお
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ります。ほかのところでも河川について問題に

なっているところはありません。

○井上委員 全国でも、今、宮崎がやっている

のと同じで、それをとりたててやっている地域

はないということですね。

○富永環境管理課長 どこかは記憶にないんで

すけど、水道水については検査をしているとこ

ろがあったと思います。

○徳重委員 地下水の測定結果についてお尋ね

してみたいと思います。７ページに出ておるわ

けですが、地下水の調査が行われております。

地下水の検査の中で、新たな検査81カ所されて

いますね。その中で都城の２本の井戸が基準を

未達成ということのようですが、81カ所という

のは県内全体ですか。

○富永環境管理課長 県内で81地点をやったと

いうことです。

○徳重委員 都城はそのうちの何カ所ですか。

○富永環境管理課長 調べますので、しばらく

お待ちください。

○徳重委員 後で数は教えてください。

そこで、２本の井戸が亜硝酸性窒素が基準を

オーバーしておったということですが、こうい

う地下水はどういう措置というか対策、ここの

井戸は使ってはいけませんよということで閉鎖

するのか、どうされているんですか。今までの

実績をひっくるめて。

○富永環境管理課長 基本的に、有害物質等が

検出された井戸については、その所有者につい

て、飲用はやめてくださいということを指導し

ています。そして検出された井戸の周囲の井戸

も測定して安全かどうか確認しておりまして、

もしそこも不都合であればそこを指導するとい

うことになります。

○徳重委員 全体81のうち都城を何カ所調査さ

れたかわかりませんが、密度としては非常に濃

いのかなと思うんです。その地域の井戸水は亜

硝酸性窒素が多いんだということを知らしめる

必要があると思うんです。そして地域の人たち

がそれをできるだけ飲用しないようにというこ

とだと思うし、さらに、家畜に対しては影響は

全くないと思っていらっしゃるんですか。

○富永環境管理課長 まず、家畜の影響につい

てですけれども、家畜は人間と一緒で、メトヘ

モグロビン血症といって赤血球に亜硝酸がつい

て呼吸困難になるという症例がありますので、

余り濃いとだめなんです。同じ基準でやってい

ます。それも注意喚起はしています。

○徳重委員 それが守られなければ、調査した

意味もないし、また今後そういった障害が出て

くるようなことになっては申しわけない話で

あって、そこ辺はある程度徹底しなければ、た

だ、調査しました、報告しておきます、地域の

人は知ってください、わかってくださいよと、

こういう程度では意味がないんじゃないかなと

いう気がするものですから、そこ辺の徹底は今

後どうされていくのか、あるいは継続的に喚起

していくのか。そういう状況ですということを。

毎年、亜硝酸性窒素の値が高いところは継続し

て調査するとかいうことをしない限り、１回調

査してだめですよというようなことでは、住民

の皆さんは迷惑千万な話だと思うんですが、い

かがですか。

○富永環境管理課長 まさにそのとおりでして、

基本的に、１回検出された井戸については、継

続監視調査ということで毎年検査するようにし

ています。昔、モニタリング調査と言っていま

した。

都城地区の亜硝酸性窒素につきましては、都

城市、鹿児島県曽於郡、小林市も入れて都城盆
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地硝酸性窒素削減対策協議会というのを設置し

ていまして、その中でいろいろ対策をとってお

ります。

○徳重委員 今、何カ所かは指定されているで

しょう。しかし、井戸水を飲用として使用して

いる家庭はかなりあるんではないか、そういう

調査をされたことがあるんですか。

○富永環境管理課長 井戸水の調査につきまし

ては、平成22年に全県で、井戸の使用状況、そ

れからどういう用途をされているかということ

について調査をしております。

○徳重委員 調査されて、井戸水を使っていま

すと言っているところのこういう検査はされて

いるんですか、それともそれは本人が調査に出

さない限り調査しないんですか。

○富永環境管理課長 基本的に井戸水が飲める

かどうかの検査については、本人が保健所等に

依頼して検査してもらうことにしております。

ただ、81本と言いましたけれども、これは５

キロメッシュに県内を区切って井戸の地図をつ

くっていまして、その場所を、ことしはここを

調査、ことしはここということで順繰りに回る

ようにしています。そういった井戸について調

査をしています。

○徳重委員 確かにそういう調査をされること

は、状況を県民に知らせるという意味では非常

に効果もあるしいいことだと思うんです。今、

県内の調査をしたとおっしゃいました。その人

が検査に持っていく確率というのは何％しかな

いんじゃないかと思うんです。その周辺の人た

ちがもし井戸水を飲んでいらっしゃるんであれ

ばですね。だから、ある程度強制的にと言った

らおかしいかもしれませんが、個人がお金を出

したにしても、検査をしてください、保健所に

持っていってくださいというような広報、知ら

しめることは必要じゃないかと思うんです。た

だ調査をしました、検査を一部はしております

という程度では、全く意味のない話かなという

気がしてならないんです。都城で何カ所かやっ

ている中で２カ所ぽんと出ているという事実を

考えたときには、もうちょっと末端にしっかり

と調査が浸透できるようにしてほしいと思うん

ですが、いかがですか。

○富永環境管理課長 まさにそのとおりでして、

それを含めて都城盆地対策ということで市町村

を含めて検討会をして、広報についても対応し

ているところであります。

○徳重委員 自然環境課のほうにお尋ねしてみ

たいと思いますが、保安林整備事業がずっと進

んでおります。ことしも596カ所、６ヘクタール

ということです。これは計画的に進められてお

ると思うんですが、宮崎県の保安林の状況から

して、こういう数字であと何年ぐらいかかれば

一通りの整備が可能なんですか。

○佐藤自然環境課長 先ほど申しましたように、

自然環境課として対象にしております保安林は

民有保安林ということで10万8,000ヘクタールほ

どあるんですけれども、そのうちすべてをやる

ということは考えておりませんで、基本的には、

林況が悪化しているとか表土が流れやすい状況

を調査いたしまして、そのほうから優先的にやっ

ておるところでございまして、あと何年という

計画は持ってございません。

○徳重委員 保安林は非常に、防災あるいは地

震その他で第一線というんですか最前線に位置

するところですね。この保安林は何とかちゃん

と整備してほしいと思っているわけで、少なく

とも海岸線の保安林、あるいは霧島、新燃岳周

辺の保安林、危険性の高いところについてはで

きるだけ早く整備するように、計画どおりだと
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いうんじゃなくて、もう少し思い切った手を打っ

てほしいと思うんですが、いかがですか。

○佐藤自然環境課長 今、委員のおっしゃると

おりでございまして、特に海岸付近は、今回の

東日本の震災もございますので。実際申します

と、今までの実績のかなりの部分が、海岸の保

安林の植栽とか、防災機能を追加した堆砂かき

の費用でございまして、そのほかに、10ページ

の森林環境保全直接支援事業の中でも保安林等

の事業がございますので、その辺を含めまして

全体を保安林機能の強化に努めていきたいと考

えております。

○原委員 森林保全という観点からお伺いし

ます。所有者の実態、先ほどに返るような話に

なりますけれども、所有権移転、いわゆる相続、

移転がスムーズに進んでいるかどうかというの

は、放置林につながる話だと思うんです。この

前、どこの新聞でしたか、第１面のトップに大

きく掲げてありましたけど、調査をかけたとこ

ろ、江戸時代の何とか孫左衛門とかいう名前が

そのままずっと残っていて、その人たちはその

近くに住んでいない、都市に住んでいる。相続

しなければいけないのはわかっていても手続は

とらずに、お金にもならないし財産保有にもな

らないものだから、そのまま放置されていて、

山は荒れ放題になっていくという実態が、私ど

もの近くでも結構あります。その実態の把握と

いうことは、実際は動かないわけだから届出も

あるはずもないわけで、ますますわからんわけ

でしょうけれども、所有権がうまく進んでいる

かということについての把握。

というのは、例えば林地崩壊対策事業等をす

るときに、世代がかわればかわるほど物すごく

つながる人たちがふえるわけですから、印鑑を

もらう人の数が物すごくふえてなかなか事業が

進まない。今ありましたけどね。水源地を保護

しようにも、所有権がうまくいっていないから、

どこに印鑑をもらいに行けばいいのか、用地買

収に行けばいいのかということが大きな阻害要

因にもなりかねないということがあるんですが、

このあたりの所有権移転の実態、スムーズに進

んでいるかどうか。それから放置林の実態、ど

うとらえておられるか。

それともう一つ、環境森林部が林地崩壊対策

事業をする場合においてその所有権移転がうま

くいっていなかったがためにその事業は進まな

かったという実態はないのかどうか、その３点。

○佐藤自然環境課長 最後の３問目の、保安林

関係の事業をするときにそういう支障でできな

かったところはないのかという御質問でござい

ますけれども、保安林事業は保安林指定が前提

になっております。保安林指定につきましては、

所有者をはっきり確定した上で指定するという

ことでございますので、委員がおっしゃいまし

たような、一般の民有林のような何代も前の人

がという形態はまずないと思っております。一

般民有林につきましては、委員がおっしゃった

とおりでございまして、相続登記が進まないた

めに手続がうまく進めないという実態は大分あ

るようでございまして、先ほどの右松委員の意

見にもございましたように、本県は６割ぐらい

が地籍は済んでおりますので、その辺を含めな

がら解決していくべきではないかと思っており

まして、どのぐらいが登記が適正になされてい

ないかという指標は、数字的にはないだろうと

思っています。

○水垂森林経営課長 １点目の所有権の移転に

つきましては、私どものほうは進んでいるのか

いないのかというデータは持ち合わせておりま

せん。ただ、先ほど説明しました、計画を策定
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する際に森林所有者等のお話を聞きますので、

その際に、もし所有権移転がなされていないの

であればそういうことを促すというようなこと

もありますし、あるいは森林施業する上で境界

が明らかでないと施業ができないものですから、

所有者に立ち会っていただいて―これは地籍

とは関係ないんですけれども、ここが境界だと

いうような取り組み、森林境界の明確化作業と

言っておりますが、そういったものには取り組

んでいるところでございます。

それから放置林の実態でございますが、実数

がどのくらいあるかは把握してございませんけ

れども、今年度から要間伐森林の調査、間伐が

必要な箇所の調査というものを行いますので、

その中で、100％は把握できないかもしれません

けれども、ある程度は掌握できるんじゃないか

と考えております。

○原委員 今の説明からすると、水源涵養保

安林については問題ないのかなと思います。

もう一つ、発展して聞きますけれども、今、

水源涵養保安林として指定している―マップ

もあると思うのでマップを後日見せていただき

たいと思うんですけれども、水源涵養という意

味で、今の保安林指定で十分か、これについて

の見直しとか、将来的にはもっと広げたほうが

いいとか、そういう検討は内部では全然なされ

ていないんですか。

○佐藤自然環境課長 今の指定状況で十分かと

いうお話です。民有林の指定状況が26％ぐらい

と申し上げましたけれども、国よりも数ポイン

ト低い状況にございます。昨年スタートいたし

ました森林・林業長計の中では平成32年まで

に31％まで引き上げるという目標を掲げておる

ところでございます。

○原委員 31％に引き上げるという目標があ

る……。

○佐藤自然環境課長 31％までという目標を掲

げているところでございます。

○原委員 31％、今26％ですから、あと５％

ですか。40とかじゃなくて、31という非常にあ

いまいな細かい数字が出ています。かなりシビ

アにやられた数字だろうと思うんだけど、アバ

ウトでいいですからその31の根拠を。

○佐藤自然環境課長 済みません。ちょっとお

待ちいただけますでしょうか。

○岩下委員長 後でいいということですが、い

かがですか。

○佐藤自然環境課長 基本的には、今までの実

績と国の目標等を勘案して５ポイント上げると

いうことで……。

○原委員 刻みのいいところで、消費税のよ

うな数字の上げ方だということでしょう。

きょうは議論の始まりですから、アバウトな

ことをいろいろ聞いておきたいんですが、売買

実例、私どもも先祖からもらった山がありまし

て、ヘクタール１万円という時代、数年前に売

りましたが、今、山の価格というのがかなり下

がってきている。私は当然だと思っているんで

すが、売買実例がどのように動いてきているか

という価格の推移、そのあたりは押さえておら

れましょうか。

○水垂森林経営課長 国土利用計画法に基づく

１ヘクタールを超す森林の場合は知事に届け出

るということになっておりまして、その中で森

林の面積、売買価格、地上物件、例えば杉の何

年生がそこに植わっているか、そういったもの

を記載して届けることになってございます。そ

れを分析すればはっきりわかるんでしょうけれ

ども、今、手元にございませんので何とも言え

ないところですが、今、原委員おっしゃいま
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したように１平方メートル10円程度というよう

な事案が多かったように記憶しております。

○原委員 これはお願いですけど、大事なこ

とだと思うんです。やはり森林の所有者がいろ

んな事業をやったにしても、ちゃんと森林の保

全をやっていくかどうかという意欲につながる

話でもあるので、できたら過去10年ぐらいの売

買実例はポイント、ポイントで、ある程度押さ

えておいていただくと、いろんな参考データに

なるんじゃないかと思いますので、お願いして

おきたいと思います。

あと１点だけ。森林法というのは個別規制法

じゃないかと思うんですけれども、開発行為と

の関連、先ほどから所有権移転は非常に簡単だ

という話ですよね。保安林等についてはいろん

な制限があるんでしょうけれども、ほかのとこ

ろも含めて、きょうは水源保全ということです

からその観点から入りますけれども、開発行為

への規制というのはどのようなものがかかって

いるのかということを教えてください。

○佐藤自然環境課長 開発行為と申しますのは

林地開発許可というのがございまして、これは

昭和49年にできた制度でございますけれども、

１ヘクタール以上の開発行為に対しては許可を

受けた上でないと開発できないことになってお

ります。

○原委員 確認になりますけれども、したがっ

て、１ヘクタール（１万平方メートル）未満は

許可なしでもできる。これは届出の義務とかあ

るんでしょうか。

○佐藤自然環境課長 それにつきましては、伐

採する際に伐採及び造林届を市町村に出します。

そのときに用途をどういうふうにするか書く欄

がございまして、それにつきましては許可とい

うことではございませんけれども、例えば駐車

場にするとか切り開くということが書いてあり

ますと、県、市町村のほうで指導していくこと

になろうかと思います。

○原委員 それと除草剤の使用ということで

す。法人が山を買った場合に、非常に効率的に

下刈りをしたいがために、かつて、場合によっ

ては除草剤を使っていたという実例を聞いたこ

とがあるんですが、これについては除草剤を使っ

てはいけないという規制があるんですよね。わ

からなかったら後日でもいいですから教えてく

ださい。

○水垂森林経営課長 規制しているのかいない

かということにつきましては、後ほど回答させ

ていただきます。

○原委員 後はお願いですけど、水源涵養保

安林の全県の指定状況のマップと、県外法人が

宮崎県内の土地を買って、20ヘクタール以上が23

件とおっしゃいました。その重立ったもののリ

スト、どういう会社、所在地がどこで、代表が

だれだと。これは別に個人情報保護には触れな

いことでしょうから、できたら我々委員会とし

ていただくとありがたいと思うので、要望して

おきたいと思います。

○岩下委員長 今の要望よろしいでしょうか。

○水垂森林経営課長 今の要求の内容といいま

すのは、先ほど私が説明しました20ヘクタール

を超す分２件に対してということでよろしいで

しょうか。

○原委員 20ヘクタールというと結構大きい

ですよね。だからそれ以下もあるはずなんです

よね。虫食い的に水源涵養のところを買われて

も、いろんな意味で困るだろうと思いますので、

わかるものはある程度以上の面積のところはお

出しいただくと、我々も把握する上でありがた

いと思います。



- 18 -

○岩下委員長 今、原委員からもありました

けれども、打ち合わせをさせていただきながら

資料関係お願いしたいと思います。

ほかに質問はございませんか。

○宮原委員 ちょっと聞かせてほしいんですけ

ど、わが町のいきいき森林づくり推進事業とい

うところで、対象となる森林が、集落の上部や

水源地の上流域において伐採の回避や伐採跡地

の植栽等が必要と判断される森林、これは、た

くさん手が挙がったときにどこがこれを判断す

るんですか。

○那須みやざきの森林づくり推進室長 これは

市町村からの申請によって判断させていただく

ということで、市町村が集落上部を保全したい

とお考えであれば、そのような措置になるとい

うことでございます。

○宮原委員 余り難しい基準はないということ

でいいですね。

○那須みやざきの森林づくり推進室長 大まか

に二通りございまして、集落の上部、あるいは

将来、水源地として管理したいと思われる２タ

イプで決めております。

○宮原委員 先ほど原委員から山の価格が１

平方メートル10円、要は１反の１万で、１町歩

の10万しかせんということになるんですけど、

この山を公有林にするときに、それぞれ年度は

ありますけど、平成23年度43ヘクタール、えび

の、綾、木城、西米良それぞれが幾らぐらいの

面積を購入されて、補助金が２分の１か４分の

１かついているわけですから、これはどうなり

ますか、すぐ出ますか。

○那須みやざきの森林づくり推進室長 まず、

面積から申し上げます。えびの市で1.92ヘクタ

ール、綾町が1.2ヘクタール、木城町が21.07ヘ

クタール、西米良村が19.07ヘクタールとなって

おります。

それから、金額は少しお待ちください。事業

費でよろしいでしょうか。えびの市が182万7,200

円、綾町が199万6,000円、木城町が1,156万7,442

円、西米良村が2,200万円で、合計3,739万642円

でございます。

○岩下委員長 ほかの委員もいらっしゃいます

ので、よろしかったら一覧表で後ほど提出して

いただくとありがたいと思います。

○那須みやざきの森林づくり推進室長 了解い

たしました。

○宮原委員 20年度からずっと見たときに、20

年度に４市町村、21年度に椎葉と諸塚が入っ

て、22年度、23年度から新規のが入っていない

んです。だから、地域別で見ると２分の１のと

ころがほとんどで、木城だけが４分の１という

ことになります。１回取り組まれているところ

はずっと継続するのかなという気はするんです

けど、別の市町村からはこういった要望という

のは余り上がってきていないんでしょうか。

○那須みやざきの森林づくり推進室長 事業そ

のものは20年度から開始してございますけれど

も、事業を始めるに当たって各市町村に要望を

照会したところ、県内で11市町村要望があった

ということで、それから以降、毎年度、単年度

ごと照会をしておる結果でございます。

○宮原委員 はい、わかりました。

○緒嶋委員 水質環境基準は都城あたりを中心

にされておるけれども、口蹄疫関係で埋却され

た児湯地帯は別に水質が問題になっておること

はないんですか。いろいろ懸念は最初からあっ

たわけです。問題がないほうがいいわけだけど、

今のところそういった心配はないということで

すか。

○富永環境管理課長 埋却地周辺調査のことで
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すけれども、現在、口蹄疫の埋却地が300地点、

鳥インフルエンザの埋却地が19地点、合計319地

点あります。そのうちに、今現在、地下水で異

臭がするという申し出があっている井戸、湧水

等４カ所で検出されております。継続調査をし

ております。

○緒嶋委員 問題のあるところは、その対策的

なものは何かされておるわけですか。

○富永環境管理課長 対策はうちのほうではで

きませんけれども、農政のほうで排水を三方張

りにしたりいろいろ対策をされております。も

し井戸水を使っていらっしゃるのであれば、水

道を引くとかそういうこともできると思います

ので、農政のほうと連携しながら進めてまいり

ます。

○緒嶋委員 監視はあなたたちのほうでされる

わけだから、連携してそこ辺をうまくやらんと、

向こうでやっておりますだけじゃいかん。どう

いうことをぴしゃっとやっておるかということ

を環境管理課が十分知っておかんと、向こうが

やっておりますだけじゃ十分な管理体制ではな

いと思うから、そこあたりぴしゃっと連携をと

りながら、場合によっては環境森林部が指摘し

て指導するというようなところまでいかんと、

向こうに任せておりますというようなことでは

うまくいかんのじゃないかと思うんです。その

あたりはどうですか。

○富永環境管理課長 おっしゃるとおりでして、

うちは直接ではないんですが、保健所と振興局

と一緒になって調査をしておりますし、対策も

一緒にやっております。そのおかげで、昨年は

大分においとかあったんですけれども、ことし

は大分薄くなって、今のところ異常が検査され

ているのは、４カ所のうちの１カ所が少しにお

いがすると言われております。

○緒嶋委員 万全な対策に今後とも努めてほし

いというふうに要望しておきます。

それと森林環境保全直接支援事業であります

けれども、森林経営課。補助率はわかるんだけ

れども、補助の基本となる金額的なものはどう

なっておるわけですか。補助率が68％だけど、

これだけじゃ金額はわからんわけです。何を基

準に68％か。

○水垂森林経営課長 内容的には、造林、下刈

り、除伐、間伐こういったものがございまして、

基準となります金額につきましては標準的な金

額を算定しておりまして、造林でありますと、

杉を１ヘクタール、2,500本植えた場合でありま

すと事業費は約83万円になります。したがいま

して、それに補助率68％を掛けますと１ヘクタ

ール当たり56万余の補助金が行くということで

ございます。同じようにしまして、下刈りであ

りますと、下刈りを１ヘクタール実施した場合、

１ヘクタール当たり12万1,000円かかりますの

で、補助金が８万2,000円余となります。除伐も

単価は一緒でございまして、事業費が12万1,000

円で、補助金が８万2,000円余、それから間伐に

つきましては、搬出する材積が何立方メートル

持ち出すかということでおのおの違ってまいり

ますが、標準的にヘクタール当たり45立方メー

トル持ち出すということでありますと、事業費

が28万円余、したがいまして補助金が19万円余

ということになります。

○緒嶋委員 ありがとうございます。

そういうことであれば、森林経営計画が明確

なところは未植栽地というのは余り発生せんと

いうふうに見ていいですか。

○水垂森林経営課長 伐採後確実に造林してい

ただくということで、今現在取り組んでおりま

す。ただ、奥地で林道から大分離れているよう
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な箇所、経済的に成り立たないようなところま

で再造林しろという指導はしておりませんで、

そういったところは自然の緑化に任せるという

ような取り組みもやっているところでございま

す。

○緒嶋委員 わかりました。

先ほど中村委員が言われた、今後、水資源が

外国資本等によって買収されるんじゃないか。

特に21世紀は水戦争の時代だというふうにも言

われておるし、全国的には外国資本が1,500ヘク

タールぐらい買収しておるんじゃないかと、北

海道のニセコとかいろいろですね。そうなって

は大変だというようなことで、日本は、石油は

ない、ただ水資源だけは自給できるわけです。

そうなればこれだけは守らにゃいかんという認

識を我々も持って、これを何とかしよう。これ

は国が法律で規制する面―グローバルな時代

でありますので、世界の中でそれだけを規制す

るというのはなかなか難しい面もあるかもわか

らんわけですけれども、条例である程度規制も

できるし、取引の不正なものがあり、また外国

資本から買収されるということはゆゆしき問題

だから、そういうことがないような手だてを今

しておくべきではないかという意見もあって、

この特別委員会もできたわけですので、これは

執行部も我々も協調しながら、そういう懸念が

ないように条例化するという目的を持って努力

していかにゃいかんと思いますので、お互い情

報を出し合って、また我々も北海道とか、場合

によっては埼玉とかに視察に行って向こうの状

況等も十分熟知しながら対策を立てていく、ま

た、国に対しても当然要望もしていくというよ

うなことにならなければ、この特別委員会の意

味もないわけですので、お互い共通認識を持っ

てこの特別委員会で前進させていくべきだと

思っておりますので、部長を中心に、そのあた

りの認識を我々と同じくするという前提で進め

てほしいと思いますが、部長、どうですか。

○堀野環境森林部長 先ほども申し上げました

けれども、御指摘のように、今の法体系の中で

は不十分な部分もあると感じています。次長の

ほうから申し上げましたけれども、森林の整備、

機能保全等々の目的もございますので、他県の

事例等も参考にしながら―主体性を持てとい

うお話もありましたけれども、我々としては、

林業県でございますので、そういった部分も十

分調査しながら検討、研究していきたいと考え

ております。以上です。

○新見委員 環境保全の森林整備事業について

お尋ねしたいんですが、右のほうに機構の組織

図があります。これを見ると流域市町村として10

市町村ですが、負担金を支出しているのは４関

係市町村、この機構を構成している残りの６流

域市町村は機構の中でどういった立場にあられ

るんでしょうか。直接県に関係ない部分ですけ

れども。

○富永環境管理課長 流域市町村は10市町村あ

りますけれども、一ツ瀬ダムと渡川ダム上流域

の市町村が４市町村になります。その下流の市

町村が残りの６ということになりまして、残り

の６市町村からは―民間募金と書いてありま

すけれども、緑の募金から前年度の募金の１割

を納入してもらっています。そして下流の宮崎

市でしたら、一ツ瀬ダムの水量が減ったときに

海水が遡上してきますので、それを防ぐために

佐土原の浄水場のほうに宮崎市の水道管をつな

ぐとか、いろんな対策を下流域でされておりま

す。

○新見委員 ４ページの一覧表の一番下、民間

募金とあります。これは純粋に民間企業等が拠
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出しているのかと思ったんですけれども、そう

でもないわけですね。

○富永環境管理課長 先ほどもちょっと言いま

したけれども、流域市町村の緑の募金のほうか

らいただいております。

○新見委員 はい、わかりました。

○丸山委員 その他の14ページの関連ですけれ

ども、大きな問題は、農地法と森林法の基本的

な考え方が違ってきていて、届出制度が事前の

届出なのか終わった後の届出なのかということ

なんですけれども、なぜ森林法は事後の届出と

いう形にこれまでなってしまっているんでしょ

うか、それがもしわかれば教えていただきたい。

○水垂森林経営課長 森林法では事後の届出と

いうことでございますが、その背景等につきま

しては、申しわけございません。承知してござ

いません。

○丸山委員 その辺が大きなポイントになって

くるんじゃないかと思いますので、その辺は今

後の委員会の中でお互いの意見交換をしながら、

どうすればいいのかを含めてやらせていただけ

ればありがたいと思います。

もう一点、最後にしますが、10～11ページの

森林環境保全直接支援事業ですが、先ほど緒嶋

委員の質問で補助金の標準的な金額は出されて

いるんですが、平場の山と奥地の山、特に県北

の山と県南の山というのは、かなり急峻な山が

県北、県南のほうが平場という形になってくる

と、恐らく森林計画もなかなかうまくいかない、

差がどんどん出てくるんじゃないかと非常に心

配をしているんです。ことしの９月までは昔の

森林計画で施業などができるんですけど、９月

以降、いわゆる10月に入ってからは非常に心配

しているんです。今の進捗状況をどのように県

として把握されているのかお伺いしたいと思い

ます。

○水垂森林経営課長 新しい森林経営計画の策

定に向けましては、補助体系がこうなるのでど

うしてもつくらなければいけないということで、

今までの施業計画とは策定の仕方が異なってお

りまして、大きな作業ですけれども、昨年度か

ら主体である森林組合等を指導しているという

ことでございます。今現在、まだ１件も認定し

た事例はございませんが、８つの森林組合すべ

てで鋭意取り組んでいるところでございます。

○丸山委員 森林組合は鋭意取り組んでいらっ

しゃるんですが、一番大変なのは、右松委員が

言ったように、地籍が終わっていないところで

情報がちゃんと入らないと、個人情報というこ

とで物すごく障害になっているとよく聞いてい

ますので、これはもうちょっと県が踏み込んで

いただかないと、実質でき上がらないんじゃな

いかと。プラス、先ほど言いましたとおり、森

林経営計画、この施業計画によって、山によっ

て、再投資する山、放置されている山、どんど

ん差ができるんじゃないかと非常に懸念してお

ります。そういうことが最終的には水資源とい

う大きなものにはね返っていくんじゃないかと

非常に心配していますので、宮崎県は、林業県

であれば、しっかりと差がないような形、姿を

つくっていただきたいことを要望して、終わり

たいと思います。

○岩下委員長 要望でございました。

時間の関係で、丸山委員を最後にしたいと思

いますが、よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○富永環境管理課長 済みません。先ほどの徳

重委員からの質問ですけれども、都城市内のメッ

シュ調査は５本の井戸でやっております。

○徳重委員 ５本のうちの２本というのはすご
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く密度が高いんですよね。その２本はどことど

こかわかりますか。

○富永環境管理課長 そこまでは公表しており

ません。

○岩下委員長 また後日いろいろ打ち合わせを

していただければと思います。

それでは、これで終わりたいと思います。

執行部の皆さん、どうもお疲れさまでした。

暫時休憩いたします。

午前11時35分休憩

午前11時38分再開

○岩下委員長 委員会を再開いたします。

まず、先日開催されました委員長会議の結果

につきましては、先日の常任委員会で資料の配

付がありましたので、説明は省略させていただ

きます。御協力をよろしくお願いします。

それでは、協議事項（１）の委員会の調査事

項についてであります。

お手元に配付の資料１をごらんください。１

の当委員会の設置目的につきましては、さきの

臨時議会で決議されたところでございますが、

２の調査事項は、本日の初委員会で正式に決定

することになっております。資料の上段に記載

している３つの項目は、特別委員会の設置を検

討する際に各会派から提案がなされていた項目

をまとめたものでございます。その下に若干修

正いたしました正副委員長案を記載しておりま

す。特別委員会設置に当たり、各会派からの要

望を整理しました各項目は、いずれも重要な項

目と思っておりますが、今後、限られた時間の

中で重点的に調査を進めていく必要があります

ことから、調査事項としては水資源の保全に関

する項目に絞ることとし、水の利活用が中心と

なる水利については、調査事項としては明記せ

ず、必要があれば調査を行うということで、調

査事項（１）の水資源保全の中に包括する形に

してはいかがかと思ったところでございます。

そこで、調査事項につきましては、（１）水資

源の保全に関すること、（２）外国資本等による

水源（森林）売買に関すること、（３）環境問題

に関すること、としてはどうかと思っておりま

す。

それでは、調査事項について、委員の皆様か

らの御意見がありましたらお願いをいたします。

○井上委員 きょうもちょっとお話が出ました

けど、条例化に向かってということを明確にす

べきだと思うんです。私としてはそう思います。

今回、条例をつくるということではないけれど

も、水資源保全の条例に関する調査を１項目き

ちんと入れて明確にしておいたほうがいいので

はないかと思っています。ですから、そこを１

項目入れていただきたい。

○岩下委員長 この委員会と執行部との協議の

中で進めていくという解釈でよろしいんでしょ

うか。

○井上委員 委員会として条例についても調査

をするということです。だから、調査項目はそ

れなので、調査先は条例をつくっているところ

にも行くというふうに明確にしてもらいたいと

いうことです。

○岩下委員長 暫時休憩いたします。

午前11時43分休憩

午前11時46分再開

○岩下委員長 委員会を再開いたします。

ただいま井上委員のほうからありました、こ

の３項目のほかにもう一つ、「条例に関すること」

というのを追加してはどうかという御意見でご

ざいますが、いかがでしょうか。
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○岩下委員長 異議なしということでございま

した。ありがとうございます。

それでは、ほかに御意見はございませんか。

次に、協議事項（２）の委員会の調査活動計

画についてであります。活動方針（案）につき

ましては、資料１の３のとおりであります。活

動計画につきましては資料２をごらんください。

これにつきましては当委員会に付託されました

調査事項や委員長会議の結果を考慮して調査活

動計画（案）を作成いたしました。

これらの案につきまして、何か御意見があり

ましたらお願いいたします。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○岩下委員長 それでは、この案のとおり、今

後１年間の調査活動を実施していくことにした

いと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○岩下委員長 異議なしということでございま

す。それでは、そのように決定いたします。

次に、協議事項（３）の県内調査についてで

あります。

再び資料２をごらんください。８月２～３日

に県南調査、８月23～24日に県北調査を計画い

たしております。先ほど決定いたしました調査

事項を踏まえまして、県南調査、県北調査の調

査先につきまして、何か御意見がありましたら

お願いいたします。

暫時休憩いたします。

午前11時50分休憩

午前11時51分再開

○岩下委員長 委員会を再開いたします。

今、丸山委員のほうから御意見がございまし

たが、奥地まで入っていってなかなか難しい場

合もあろうかということでございます。

この件につきましては、委員長、副委員長で

調整をさせていただくということでいかがで

しょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○岩下委員長 ありがとうございます。それで

は、正副委員長のほうで準備をさせていただき

たいと思います。

次に、先ほど協議いたしました調査事項を踏

まえまして、次回の委員会での執行部の説明資

料について、何か御意見や御要望はありません

か。

先ほどの森林法に関してでございますけれど

も、今回もいろんな御意見が出ました。次回は

森林法を含めて国土利用計画法など土地取引や

開発を規制する法の概要や規制の内容、取引の

状況等について説明を受ける形ではいかがで

しょうか。

また、その中で、今回、資料要求がありまし

たけれども、その資料の分についてもあわせて

説明をしていただくということでいかがでしょ

うか。

○原委員 下流の水利権等の関係、下流から

上流をどう制約できるとなっているのかという

ことも説明に加えていただくと。

○岩下委員長 水利権についていろいろ説明を

いただくということで、それも次回の説明の中

に加えていきたいと思います。

よろしいでしょうか。

○右松委員 森林境界の話が出たんですが、地

籍の森林部分の実態を資料でもらえるとありが

たいなと思っているのが１点。

それから、井上委員から話がありました、大

型の売買に関して、どこが、いつ取得している

のか、その辺も含めて資料をいただければあり
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がたいです。

○岩下委員長 これは先ほど原委員の中で出

ましたが、よろしいでしょうか。

最後になりますが、協議事項（５）のその他

でございますが、委員の皆様から何かございま

せんか。

最後の確認といたしまして、調査事項に加わ

りました４番目の「条例に関すること」につい

ては、条例を議発でつくるということではなく

て、条例に関する調査を行うという理解でよろ

しいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○岩下委員長 ありがとうございました。

それでは、次回の委員会は、６月定例会中、

６月22日金曜日、午前10時からを予定しており

ますので、よろしくお願いを申し上げます。

それでは、以上で本日の委員会を閉会いたし

ます。

午前11時55分閉会


